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け
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（中央文化センター） 

たっち 

生活

せ い か つ

保護

ほ ご

のしおり 

府
中
街
道 

府中公園 

 
府中年金事務所 

府中市
ふちゅうし

 福祉
ふ く し

保健部
ほ け ん ぶ

 生活福祉課
せ い か つ ふ く し か

 

（府中市
ふちゅうし

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

） 

○ 相 談

そうだん

担 当

たんとう

：  

□ 042-335-4038 

○地区
ち く

： 

□ 042-335-4026（東部
と う ぶ

班
はん

） 

□ 042-335-4040（西部
せ い ぶ

班
はん

） 

□ 042-335-4105（南部
な ん ぶ

班
はん

） 

□ 042-335-4141（北部
ほ く ぶ

班
はん

） 

□ 042-335-4343（中部
ちゅうぶ

班
はん

） 
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生活
せいかつ

保護
ほ ご

とは 

 生活
せいかつ

に困
こま

っている世帯
せ た い

に対
たい

して、経済的
けいざいてき

に足
た

りないところ

を 補
おぎな

うことで、憲法
けんぽう

で保障
ほしょう

されている健康
けんこう

で文化的
ぶ ん か て き

な最低
さいてい

限度
げ ん ど

の生活
せいかつ

を保障
ほしょう

し、自分
じ ぶ ん

の 力
ちから

やほかの方法
ほうほう

で生活
せいかつ

できるよ

うに手助
て だ す

けをする制度
せ い ど

です。 
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小
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【居住地】 

府中市 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

  

 

 

  

     

      

      

 

  

◎生活保護は、原則世帯全体で保護が必要かどうかを判断します。 

同じ世帯にいるのに、一人だけ生活保護を受けることは基本的にできません。 

居住地
きょじゅうち

保護
ほ ご

の原則
げんそく

 

 ◎生活保護は、現在住んでいる場所（居住地）の自治体で受けることになります。 

 ※住民登録とは関係ありません。 

 ※住まいがない方については、どこの自治体でも相談できます。 

 

【住民票】 

○○市 

世帯
せ た い

単位
た ん い

の原則
げんそく

 

府中市に申請 

私だけ生活保護を

受けるわ 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

の概要
がいよう
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定
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流
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請
時
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注
意
点 

関
連
条
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【外国籍の方】 

 生活保護法による保護の対象とはなりませんが、一定の在留資格があり、就

労活動に制限を受けない方、難民認定を受けた方には、生活保護に準じた給付

を受けられる可能性があります。 

 

【暴力団員】 

 暴力団員は、集団的にまたは常習的に暴力団活動に従事することにより、違

法・不当な収入を得ている可能性が極めて高く、収入の申告がされることも期

待できません。また暴力団の資金源となる恐れがあり、資産・収入を活用でき

ているとは判断できないため、保護の要件を満たさないものとします。 

※暴力団員及び暴力団員であることが疑われる方に対しては、警察へ照会を行

います。 

俺の給料は 

俺のものだ 

2 人で保護が必要か 

どうかを判定します 

http://4.bp.blogspot.com/-RMcdhf5E7mk/VD3R9LXctVI/AAAAAAAAoLo/GRTzvjDWCgc/s800/family_danran_big.png
http://1.bp.blogspot.com/-pUM7rUEdEJM/U5l6CvyBeqI/AAAAAAAAhXg/4b_5gxMta34/s800/rikon.png


生活保護が  必要 

処分・解約指導の 

可能性あり 

原則就労指導 

種類・目的は問わない 

※特定の要件に該当する場

合は保有が認められます。 

例）居住用不動産、125cc

以下のバイク、など 

援助・他制度の活用 

 

  

保護
ほ ご

の決定
けってい

 

自身の収入、資産で最低限度の生活費（最低生活費）を満たすことができるかど

うかを基準として判定します。（要否判定） 

収入 

現金 

預貯金 

有価証券 

不動産 

自動車 

バイク等 

生命保険

等の解約

返戻金 

稼働能力 

 収入 

資産 

最低生活費とは 

１か月生活するのに必

要な最低限度の金額。

年齢、世帯の人数、家

賃額（上限あり）など

に応じて国が定めてい

るもの。 

（最低生活費を満たすことができない） 

※判定には収入、資産、家賃などが客観的にわかる資料が必要です。 

※収入の種類によって一定の控除が受けられる場合があります。 

収入、資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用して、それでも最低限

度の生活費に足りない場合に、その足りない部分を補います。（補足性の原理） 

そのため、収入、資産については正しい届出が法律上義務付けられています。受

給後に活用できた際は、保護費の返還を求める場合があります。 

親族扶養 

他制度 

最低生活費 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

の要件
ようけん

等
とう

 

※仕送りや借入金、将来

のための蓄え等もすべて

含みます。 

※年金、手当等生活保護

以外の制度が優先です 

保
護
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優 先 



 

  

生活保護を受給中、地方税や国民年金保険料などの免除などを受けられるほか、家庭

ごみ指定有料袋の無料交付などが受けられます。 

申請方法等は生活保護申請後、担当のケースワーカーと相談してください。 

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

の支援
し え ん

 

就労支援 

免除
めんじょ

・助成
じょせい

制度
せ い ど

等
とう

 

生活扶助 住宅扶助 教育扶助 生業扶助 

医療扶助 介護扶助 出産扶助 葬祭扶助 

生活費 

介護保険料等 

家賃（管理・共益費は除く） 

更新料等 

医療費等 

通院の交通費 

介護サービス

の利用料 

学級費 

給食費等 

職業訓練費、就職支度費 

高校授業料等 

出産費 

※入院助産制度を 

利用してください 

葬祭費 

健康管理支援 

保護
ほ ご

を受
う

けた場合
ば あ い

に受
う

けられるもの 

現金
げんきん

・現物
げんぶつ

給付
きゅうふ

（８扶助
ふ じ ょ

） 

下の８つの扶助費のうち、支給要件を満たしたものを限度額内で支給します。 

現金給付ではなく、業者等に直接支払う（現物給付）場合もあります。 
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年金手続き支援 

生活保護を受給中、必要に応じて就労や年金、健康管理などの専門相談員の支援が受

けられます。詳しくは生活保護申請後、担当のケースワーカーと相談してください。 

就労支援員や就労支援

コーナーふちゅう、ジ

ョブサポート事業で、

状況に応じて就職活動

をサポートします。 

年金が受給できるかど

うかなど年金事務所で

の手続き等の相談を受

け、サポートします。 

身体やこころの健康管

理についての相談を受

け、サポートします。 
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本人の意思で申請してください。 

 

申 請 者 本人、扶養義務者、またはその

他の同居親族 

申請方法 申請書類一式に記入します。 

     ※例外的に、口頭でも可。 

決定 

調査に基づいて、14 日（特別

な事情がある場合は 30 日）以内

に保護の開始、または却下を決定

し、書面でお知らせします。 

保護の受給開始が決定した場合 

 

初回の生活保護費は、生活福祉課の窓口で

現金支給します。保護の決定日から数日要し

ますので、詳しくは担当ケースワーカーに確

認してください。 

調査 

申請 

保護が必要な状態かどうかをケースワーカーが

調査します。 

 

調査方法 ケースワーカーによる自宅訪問 

 訪問の日程はケースワーカーと 

 相談してください。 

調査内容 学歴・職歴・婚姻歴等の生活歴 

 居住の実態や生活状況 

 収入や資産の状況 

 健康状態や通院・通所状況 

 扶養義務者の有無 

※扶養（金銭的・精神的）を受けられ

るかを調査します。 

 

保護
ほ ご

が決
き

まるまで～申請
しんせい

から決定
けってい

の流
なが

れ 

※申請内容に変更があった場合、担当

ケースワーカーに速やかに申告してく

ださい。 

例）収入の増減、資産の判明、など 

※保護費の返還（法第 63 条） 

 資力がありながら保護を受けた場合には支

給済み保護費（介護・医療費を含む）の返還

があります。 

例）不動産（土地・家屋）の売却、年金・手

当の遡及受給、生命保険の解約返戻金、など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護
ほ ご

申請
しんせい

をされる方
かた

へ～注意点
ちゅういてん

 

開始
か い し

決定前
けっていまえ

に病 院
びょういん

にかかる場合
ば あ い

 

家賃
や ち ん

が上 限
じょうげん

額
がく

を超
こ

えている場合
ば あ い

 

後発医
こ う は つ い

薬品
やくひん

の使用
し よ う

が原則
げんそく

 

※医療券での受診は生活保

護法の指定を受けた病院で

のみ可能です。 

社会保険証・自立支援医療

証・難病指定医療証をお持

ちの方は提示してくださ

い。 

生活保護を申請

中ですが、受診

可能ですか？ 

病院 

 

生活保護受給中は、医師又は歯科医師が専門的な判断に基づいて、後発医薬品（ジェネ

リック医薬品）の使用を認めている場合は、原則として、後発医薬品を使用していただく

ことになります。 

ただし、医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を認めていない場合、薬局に在庫が無い

場合、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高い又は同額の場合を除きます。 

生活保護法で、支給できる家賃の上限額は世帯の人数及び床面積で決まっています。 

上限額を超えるアパート等にお住まいの方は、生活保護の申請は可能ですが、原則とし

て、上限額以内の住宅への転居指導の対象となります。 

転居指導を受けた場合の転居費用（敷金、引越し費用等）は、限度額内で支給されます。 

生活保護受給中は国民健康保険、後期高齢者医療が使えません。保険証は生活保護

の申請時に回収し、代わりに医療券で受診します。 

ただし、生活保護の開始が決定するまでは、医療券の発行ができませんので、まず

は申請中の旨を病院に伝えてください。場合によっては診療費の 10 割を請求される

ことがありますので、その際は担当ケースワーカーにもご確認ください。 
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第４条（保護の補足性） 

①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の

維持のために活用することを要件として行われる。 

②民法（明治 29年法律第 89号）に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律

による保護に優先して行われるものとする。 

③前２項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 

 

第 10条（世帯単位の原則） 

  保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単

位として定めることができる。 

 

第 60条（生活上の義務） 

  被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他の生

計の状況を適切に把握すると共に支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならな

い。 

 

第 63条（費用返還義務） 

  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用

を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内に

おいて保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 

 

第 85条（罰則） 

①不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3 年以下の懲役又は

100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法（明治 40年法律第 45号）に正条があるときは、刑法による。 

生活
せいかつ

保護法
ほ ご ほ う

 

第 25条（生存権、国の社会的使命） 

①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。       

生活
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